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(目的と名称)
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(『法学研究』の構成)
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う。)並 びに修士論文要旨及び課題研究要旨(以 下 「要旨」という。)を掲載する。

(論文提出資格)

第3条 「法学研究』に掲載する論文を提出する資格を有する者は下記のとお りとする。

① 大学院法学研究科在籍者。

② 大学院法学研究科修了者。

③ その他編集委員会が認めた者。

(編集委員会)

第4条 『法学研究』の編集に関する事項を管掌するため、『法学研究』編集委貝会(以 下

「委員会」という)を お く。

2委 員会は、大学院法学研究科所属の専任教員3名 により構成する。

3委 員の任期は1年 とする。但 し再任を妨げない。

4委 員会に委員長をおく。委員長選出は委員の互選による。

5委 員会の招集は、委員長がおこなう。

(論文及び要旨の掲載手続)

第5条 論文は、委員会の定めた募集要項に基づ き、本内規第3条 に該当する者 よりこれを

公募する。

2前 項の論文のうち、原則としそ修士課程における指導教員の推薦に基づ き、委員会

が承認したものを掲載する。

3要 旨は、原則 として前年度修士課程修了者全員の修士論文要旨及び課題研究要旨を

掲載する。

(事務)

第6条 『法学研究』に関する事務は、研究部がおこなう。

付

第1条

付

第2条

則

この 規 程 は 、1999年10月6日 よ り施 行 す る。

則(2001年3月22日 第6条 改 正)

この 規 程 は2001年4月1日 よ り施 行 す る。
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